
厚
生
労
働
省
H
P

「
保
育
士
等
キ
ャ
リ
ア

ア
ッ
プ
研
修
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
の
概
要
」

４
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厚
生
労
働
省
H
P

「
保
育
士
等
キ
ャ
リ
ア

ア
ッ
プ
研
修
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
の
概
要
」

５
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大
阪

府
の

現
状

（
こ

れ
ま

で
の

研
修

実
施

状
況

）
■

こ
れ

ま
で

の
研

修
実

施
状

況

・
平

成
2
9
年

度
の

大
阪

府
の

推
計

ニ
ー

ズ
量

6
7
,9

4
0
コ

マ
（
1
コ

マ
＝

1
分

野
1
5
時

間
）

※
全

国
の

保
育

所
・小

規
模

保
育

事
業

所
の

常
勤

換
算

従
事

者
数

」を
基

に
府

内
の

「保
育

所
・小

規
模

保
育

事
業

所
の

常
勤

換
算

従
事

者
数

」を
試

算
。
そ

の
1
/
3
を

処
遇

改
善

等
加

算
Ⅱ

の
Ａ

、
1
/
5
を

処
遇

改
善

等
加

算
Ⅱ

の
Ｂ

の
対

象
者

と
し

、
副

主
任

保
育

士
の

発
令

実
績

や
処

遇
改

善
等

加
算

Ⅱ
の

適
用

施
設

数
に

よ
り
調

整
し

て
受

講
が

必
要

な
人

数
を

算
出

し
、

「1
分

野
1
5
時

間
」を

「1
コ

マ
」

と
し

て
、

処
遇

改
善

等
加

算
Ⅱ

の
Ａ

に
該

当
す

る
人

は
４
コ

マ
、
Ｂ

に
該

当
す

る
人

は
１
コ

マ
を

ニ
ー

ズ
と

し
て

積
算

。

・令
和

元
年

度
ま

で
の

修
了

数
：

1
8
,2

6
9
コ

マ

・令
和

２
年

度
研

修
開

催
予

定
数

：
4
,6

4
1
コ

マ
（令

和
２
年

７
月

８
日

時
点

）

⇒
必

須
化

年
度

ま
で

に
、

残
り
約

４
万

５
千

コ
マ

を
令

和
３
年

度
ま

で
に

研
修

を
修

了
す

る
必

要
が

あ
る

。

■
令

和
２
年

度
研

修
開

講
状

況
・

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
影

響
で

、
研

修
の

開
催

日
や

定
員

が
減

少
。

令
和

３
年

度
ま

で
に

４
万

５
千

コ
マ

の
研

修
修

了
が

必
要

。
令

和
２
年

度
の

開
講

状
況

は
、
新

型
コ
ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
の

影
響

に
よ

り
、
昨

年
度

の
定

員
数

と
比

較
し
約

2
5
％

減
少

し
て

お
り
、
こ

れ
ま

で
の

修
了

数
も

踏
ま

え
る

と
、
残

り
１
年

半
で

は
達

成
困

難
。

⇒
研

修
受

講
の

必
須

化
年

度
の

延
期

が
必

要
。

６

令
和

元
年

度
（
７
月

８
日

時
点

）
6
,2

4
5
コ

マ

令
和

２
年

度
（７

月
８
日

時
点

）
4
,6

4
1
コ

マ
約
2
5
％
減

推
計
ニ
ー
ズ
量

6
7
,9
4
0

Ｈ
2
8
以
前

7
8
4

1
8
,2
6
9

Ｈ
２
９

1
,0
8
3

Ｈ
３
０

6
,5
2
7

Ｒ
１

9
,8
7
5

Ｒ
２

（
7
/8
現
在
予
定
数
）

4
,6
4
1

未
受
講

4
5
,0
3
0
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処
遇
改
善
等
加
算
Ⅱ
に
係
る
研
修
の
問
題
点

７

園
内
研
修
は
、
施
設
ご
と
に
研
修
内
容
や
講
師
、
研
修
時
間
が
異
な
り
、
特
に
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
内
容
等
を
定
め
ら
れ
て
い
る

保
育
所
等
に
つ
い
て
は
、
研
修
が
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
沿
っ
た
研
修
と
な
っ
て
い
る
か
、
一
つ
一
つ
確
認
作
業
が
必
要
と
な
り
、

都
道
府
県
に
と
っ
て
膨
大
な
事
務
負
担
と
な
る
。
ま
た
施
設
に
と
っ
て
も
、
そ
の
都
度
、
都
道
府
県
に
確
認
し
な
け
れ
ば
、
園

内
研
修
が
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
沿
っ
て
い
る
の
か
わ
か
ら
ず
、
申
請
し
に
く
い
。

＜
参
考
＞
大
阪
府
内
の
保
育
所
･小

規
模
保
育
事
業
所
数
1,
24
0施

設
×
７
分
野
（
専
門
分
野
６
＋
ﾏﾈ
ｼﾞ
ﾒﾝ
ﾄ）

幼
稚
園
教
諭
免
許
所
持
者
に
対
す
る
免
許
状
更
新
講
習
に
つ
い
て
も
、
都
道
府
県
が
専
門
分
野
研
修
と
し
て
適
当
と

認
め
る
場
合
は
、
そ
れ
ら
を
複
数
組
み
合
わ
せ
て
１
つ
の
分
野
の
修
了
時
間
が
1
5
時
間
以
上
に
達
し
た
場
合
、
当
該

の
専
門
分
野
研
修
を
修
了
し
た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

免
許
状
更
新
講
習
は
内
容
が
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、
専
門
分
野
研
修
と
し
て
適
当
で
あ
る
か
、
一
つ
一
つ
確
認
す
る
必
要
が

あ
る
。
こ
れ
は
、
都
道
府
県
に
と
っ
て
膨
大
な
事
務
負
担
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
保
育
教
諭
等
が
自
分
が
受
講
し
た
更
新
講
習

が
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
研
修
と
し
て
認
め
ら
れ
る
か
確
認
す
る
必
要
が
あ
り
負
担
で
あ
る
。

＜
参
考
＞
令
和
2
年
度

免
許
状
更
新
講
習
認
定
大
学
等
5
2
6
か
所
（
令
和
2
年
6
月
現
在
）

要 件

園
内
研
修
を
行
う
施
設
・
事
業
者
か
ら
の
申
請
に
基
づ
き
、
都
道
府
県
が
下
記
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
と
確
認
し
た

場
合
に
は
、
１
分
野
最
大
の
４
時
間
の
研
修
時
間
が
短
縮
さ
れ
る
。

○
研
修
の
講
師
が
、
指
定
保
育
士
養
成
施
設
の
教
員
又
は
研
修
内
容
に
関
し
て
、
十
分
な
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
こ
と
。

○
研
修
目
的
及
び
内
容
が
明
確
に
設
定
さ
れ
て
お
り
、
専
門
分
野
研
修
や
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
研
修
に
沿
っ
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
こ
と
。

○
研
修
受
講
者
が
明
確
に
特
定
さ
れ
て
お
り
、
園
内
研
修
を
実
施
す
る
保
育
所
等
に
お
い
て
研
修
修
了
の
証
明
が
可
能
で
あ
る
こ
と
。
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処
遇
改
善
等
加
算
Ⅱ
に
係
る
研
修
の
問
題
点

８

キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
研
修
は
、
都
道
府
県
ご
と
に
実
施
し
て
お
り
、
運
営
方
法
が
異
な
る
。

今
後
、
園
内
研
修
や
免
許
状
更
新
講
習
を
加
算
認
定
研
修
と
し
て
認
め
る
都
道
府
県
が
増
え
て
く
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
都

道
府
県
が
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
専
門
分
野
研
修
と
の
整
合
性
の
確
認
事
務
に
差
異
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
。

そ
の
た
め
、
加
算
の
要
件
と
し
て
研
修
受
講
を
必
須
化
さ
れ
た
後
に
は
、
他
の
都
道
府
県
で
加
算
要
件
と
し
て
認
め
た

研
修
内
容
や
そ
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
間
で
調
整
す
る
こ
と
と
な
り
、
都
道
府
県
に
と
っ
て
膨
大
な
事
務
負

担
と
な
る
。

ま
た
、
各
都
道
府
県
で
研
修
実
施
団
体
を
指
定
す
る
若
し
く
は
認
め
る
た
め
、
全
国
的
に
幼
稚
園
や
保
育
施
設
を
対
象

と
し
て
研
修
等
を
実
施
し
て
い
る
機
関
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
が
そ
れ
ぞ
れ
で
指
定
す
る
若
し
く
は
認
め
る
こ
と
は
、

事
務
効
率
性
に
も
乏
し
い
う
え
、
研
修
実
施
機
関
と
し
て
も
、
複
数
の
都
道
府
県
に
指
定
も
し
く
は
承
認
申
請
を
行
う

必
要
が
あ
り
、
負
担
で
あ
る
。

加
算
の
要
件
と
し
て
認
め
ら
れ
る
研
修
が
都
道
府
県
ご
と
に
異
な
る
と
、
認
定
さ
れ
る
加
算
率
が
都
道
府
県
に
よ
っ
て

差
異
が
生
じ
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
た
め
、
研
修
実
施
事
業
者
や
研
修
受
講
者
の
不
利
益
に
も
な
る
可
能
性
も
あ

る
。 •
認
め
ら
れ
る
研
修
内
容
や
講
師
の
要
件
の
例
示
な
ど
、
国
に
お
い
て
基
準
を
示
さ
れ
た
い
。

•
加
算
認
定
の
要
件
に
つ
な
が
る
「園
内
研
修
等
と
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
研
修
と
の
整
合
」や

「研
修
実
施
団
体
の
指
定
」等
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
間
で
差
異
が
生
じ
な
い
よ
う
、

国
に
お
い
て
全
国
統
一
の
ス
キ
ー
ム
を
構
築
さ
れ
た
い
。
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